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教育財政学における教育費概念の理論的課題

1.問題設定

戦後教育財政学において、教育費という場

合には「学校および社会教育機関などの教育

機関における教育活動に要する経費・費用」

を意味する制度的教育費概念が想定されるこ

とが一般的である1。制度的教育費は公教育費

と表現されることも多いが、具体的には、政

府教育財政から支出される学校教育費を中心

とした経費を示す。戦後教育財政学では国家

財政から義務教育諸学校に支出される経費を

対象とし、多くの理論的蓄積が行われてきた。

近年では、義務教育費国庫負担金の削減をめ

ぐって、政治的、学問的な論争が活性化した

ことは記憶に新しい。

これに対し、白石裕の指摘のように日本で

は「公私混合型教育費負担構造」の下で、保

護者の負担がかなり高い状況にあり 2、家計か

ら支出される私教育費に対する問題状況は教

育財政学研究者によって指摘され続けている。

家計教育費に対しては「子どもにかかる私費

負担教育費が、家計のなかで大きな比重を占

め生活を脅かす一方、教育の機会均等を阻害

していることが次第に問題視されるようにな

ってきたJ3と指摘された初期の社会的問題状

況だけでなく、1990年代以降は少子化の主要

因のひとつとしての家計教育費が注円される

に至るなど問題が深刻化しつづけてきたとい

っても良い4。

こうした問題状況は、教育費における公私

関係という古くて新しい問題を四半世紀以上

にわたって学問的、政策的に日本社会に対し

なげかけてきた。こうした問題と、地方分権、

財政改革等の動向があいまった結果、近年急

速に教育費の負担ー配分構造に関する制度的

な変革が進展しつつある。私教育費の領域で

は家計教育費は高水準で維持されているが、
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いっぽうで児童手当の小学校卒業までの年限

延長や所得制限の緩和など家計への支援も充

実しつつある。さらに「佐賀県育児保険構想」

5や「若者基礎年金論J6など社会保険方式に

よる、間接的な家計教育費用の保障が構想さ

れるなど、とれまでの税財源に依拠した教育

財政制度にとどまらない方式で、家計に対す

る公的支援が構想されるに至っている。すな

わち、教育費における公私関係は、学問的に

も政策的にも変動期に入ったといえる。

こうした状況下で、社会保障論や家族社会

学といった社会科学諸分野からも、教育費に

関する分析や政策提言が行われる状況が存在

する。こうした分析の中には教育学や教育財

政学における教育費の位置づけに対する批判

ともとれる指摘も見られる。もっとも代表的

なものは、広井良典の指摘である。広井は、

塾(ホンネ，競争と経済力が支配)と公教育(タ

テマエ，形式的な平等)の二重構造を批判的に

とらえ、「教育に関するどのような費用は公的

に保障され、どのような費用は私的に負担さ

れるのが妥当かといった議論ーが正面から論

じられることも少なく、日本における教育論

議は、いわば、“公教育内部"で自己完結ない

し閉塞したような議論が中心だったように思

われる」と指摘したうえで、「教育を社会保障

の問題として(あるいはそれと一体のものと

して)考えていくことが今強く求められてい

る」と教育学や教育財政学の従来の思考に対

する変更そのものを迫る、とも受けとめられ

る指摘を行っている。

後述するように、教育財政学においても、

公私双方の教育費に対する理論的蓄積はある

が、教育費をとりまく政策的、学問的な変動

を省みたときに戦後教育財政学における教育

費へのアブローチにも一層の成熟の余地があ
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るといえる。本稿での課題は、前半部で戦後

教育財政学研究において教育費概念がどのよ

うに定位されてきたのかという学説史的な整

理を行い、後半部において関連社会科学にお

ける教育費へのアブローチを整理し、教育財

政学における教育費の理論化のあり方につい

て検討を行うことである。

2. 戦後教育財政学における教育費概念

山戦後教育財政学研究の展開

ここからは、戦後教育財政学が教育費をど

のように位置づけ、理論化を行ってきたのか

を検討していく。小川正人の整理によれば7、

戦後教育財政学の展開は教育財政制度や理論

的関心の変化にともない大きく 3つの時期に

分けられる。教育費が理論的にどのように概

念化されてきたのか、またその中で教育費概

念がどのように展開してきたのかを把握する

うえで、重要であるので、簡略にまとめてお

く。

(1) 1950年代、義務教育費国庫負担金制度の

成立まで。実践的な関心にもとづくもの

で、「戦後教育行政制度の改革に連動する

教育費の確保と運用に関する教育財政制

度の研究を中心に展開」された。

(2)1950年代以降には、戦後改革期を経て教

育行財政制度が確立されたため「既存の

教育財政制度を歴史的に跡付け理論づけ

る性格をもった教育財政(制度)史研究J

と、それとは別に「教育政策批判として

の教育財政研究」も展開する。後者の研

究について小川は「公教育費(概念)の

吟味に連なる(公)教育費の歴史的、思

想史的研究が自覚的に展開」されたとい

うE平価を行っている。
(3)1960年代高度成長政策以降、「広汎な教育

事象の経済的側面」を扱う教育経済学研

究や「学習権保障と教育条件整備のため

の教育財政学の研究」が展開してきた。

これ以降の年代に対しては、小川は直接の

位置づけを行ってはいないので、補足される

必要がある。井深雄二は、 1970年代以降「教

育費政策に取り入れられた受益者負担原則は、

大蔵省側からの圧力もあって、公等教育財政

に止まらず多方面に浸透し続けているJと指

摘しているにこうした状況のもとで、受益者

負担政策を問題視し、家計教育費負担の実態

や教育機会格差の実証などの本格化し、教育

財政学にとどまらず憲法学、経済学、教育社

会学、教育経済学等からのアブローチも行わ

れてきた。教育財政学は、 1970年代以降、家

計教育費の増大と教育費の公私負担のあり方

に関する研究を行うなど、家計教育費問題に

対してはもっとも早い時期から分析を行って

きた学問領域の 1つである。

[2]教育財政制度研究と公教育費概念

教育財政学研究においては、教育費といっ

た場合、政府財政から支出される教育同的の

経費、すなわち公教育費概念を中心に理論的

な検討を行ってきた。公教育費概念と制度的

教育費概念は、政府財政より支出される教育

円的の経費を示す同義概念であるので以降、

公教育費に表記を統一する。

さて、教育費概念を公教育費を中心として

定位する手法は、 1960年代までの官僚の研究

に典型的である。大蔵省主計官として文教予

算の分析に蓄積を有する相津英之は、家庭や

社会教育等の教育費の多様性を認識しつつ

「これらの広い意味における教育のために支

出される費用が教育費といえるのであるが、

しかし通常教育財政において対象とされる教

育費の概念はそれよりはるかに狭いものであ

って、主として園、地方公共団体の財政にお

いてまかなわれるところの教育費、すなわち

公教育費を指しているのである」と財政制度

に準拠する視点から教育費を公教育費である

と概念化している9。

また公教育費の中でも学校教育費がとくに

中心的な検討の対象となってきたが、これは

小川の指摘にもあったように「戦後教育行政

制度の改革に連動する教育費の確保と運用に
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関する教育財政制度の研究を中心に展開」さ

れた学問的経緯と密接な関連性をもっている。

義務教育費国庫負担金制度成立以前とりわけ

1950年代前半における教育財政学研究は、教

育財政制度そのものの確立期にあり、地方平

衡交付金制度のもとでの不安定な教育財政に

対する課題意識を文教関係者や研究者が共有

していた10。こうした状況下では、政府から

の財政支出に値する「経費」としての学校教

育費の公共性、必要性、妥当性を主張すると

とが学問的に要請されていた、ゆえに公教育

費の財政制度や理念、量的水準に関する検討

が学校教育費を中心として深められた11。

こうした戦後初期教育財政学の問題関心は、

財政の支出水準や固と地方の公教育費負担関

係などの実態を教育財政学が解明することを

学問的使命としている限り、常に受けつがれ

るべきものである。ゆえに、教育財政学研究

においては、教育における費用の負担や分配

に関する制度の在り方を検討するという学問

的使命や便宜上の理由から、公教育費をもっ

て教育費と実体的に概念化されることが一般

的であり、また理論的な必要性も高いのであ

る。

公教育費が教育費概念として定位されるこ

とで、 r~公教育費』と私教育費、すなわち父

兄教育費との関係はどうか」というように、

対置概念としての私教育費12すなわち家計教

育費への問題関心も導かれてきた乙とも教育

財政学研究における教育費概念を考える上で

重要である 13。公教育費の対置概念として私

教育費を考える場合、家計教育費への関心は

公教育費の補完的性格を持つ学校納付金や、

私立学校への授業料等への関心など、学校を

中心とした経済負担に重きが置かれる傾向に

あった。もっとも 1970年代以前には、家計

の学校外教育への教育費投入に対しては、大

きな社会問題とはなっていなかったのであり、

そうしたことからも、少なくとも小川の整理

した 1960年代までの時期においては、公教

育費の対置概念としての私教育費、という位

置づけの中で、家計教育費をとらえるととは

教育費の公私負担実体と大きくかけはなれて

いなかったと考えられる。ただし、それゆえ

に家計から支出される私教育費は公教育費概

念の対置概念として、従属的な位置づけを与

えられるにとどまったのである。

間関係概念としての教育費と教育財政学理

論

ところで、教育財政学においては教育費を

めぐる紛争・葛藤状況に着眼し、そこに表出

する教育に対する権力関係や政策的思考の普

遍性、特殊性を明らかにする、といった理論

的アブローチが一大分野を形成してきた。こ

うした分析において、 r(抽象的一般的に)教
育費は教育と社会との関係の主要な骨組みの

ひとつであるJ14という命題に代表的である

ように、教育費は関係概念として位置づけら

れているといえる。関係概念とは、複数の概

念聞の関係を概念化したものを言う 15。教育

財政学研究に即して換言すると、教育費の量

的規模や機能そのものを研究対象とするので

はなく、教育費を国家と国民、政府と社会と

いった主体の聞の権力関係や教育理念の多様

性や相克を表現する有力なパラメーターとと

らえ理論化する場合に、こうした特徴が強く

なる。こうした立場からの研究では、教育費

に対する制度変化や政策変化のプロセスを分

析することで、教育における権力関係や制度

的な変化の特質をあきらかにしようとするア

フーローチが採用されてきた。

このような教育費の概念化は教育財政学に

特有のものと言っても良い。教育財政学にお

ける大著は、戦前戦後の義務教育費国庫負担

制度の発展過程に対する制度史、政策史分析

が同立つ16。これらの研究では教育費の分析

を通じて、国家や社会の教育に対する姿勢、

官僚の教育に対する政策的理念や、教育財政

制度と教育理念との結びつきを明らかにしよ

うという試みが行われてきた。主なものは、

「公教育費の問題の理論的解明は公教育理論、
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政治と教育の関係理論において中核的な位置

を占めているJ17という認識のもとで、自由

民権運動や戦前義務教育費国庫負担金制度に

おける公教育費論を分析した黒崎勲の論考、

「教育の思想・理念等と教育費の組織形態と

の関係を吟味検討していくことを意図する公

教育費研究」を深めるという問題意識をもち

「戦前と戦後における教育条件と教育財政の

法制度・原理の相違」を明らかにした小川正

人の研究18、教育費政策の主体を国家と位置

づけ、 1970年代における受益者負担政策の導

入を「家計の教育費負担を、個人的な『利益』

の対価、ないし私経済上の投資であると公認

することで合理化」する政策的思考を批判的

に補足しゃ井深雄二の論考などである 190 無

論、論者によって教育財政制度や政策への分

析視角は多様であるが、とれらの研究では、

いずれも教育費そのものの研究ではなく、教

育費を媒介として教育理念や政策理念、制度

的特質といった権力主体聞の関係性を解明し

ようとしている点では研究アプローチにおけ

る同質性を有しているといえよう。

なぜ乙うした研究領域が発展したかという

理由について、近現代日本においては国家が

教育に対し状況依存的な政策展開を行い、本

質的な検討を行うことを回避してきた“体質"

やマクロな「価値観」に対する根本的な批判

姿勢があると筆者は考えている。

伊藤和衛は 1950年代に「わたくしは当面

の我国において教育財政中最大の課題と考え

られるものは、教育費の確保や制度の確立も

さることながら、それよりも教育財政そのも

のに対する理論的認識の確立であると思って

いる。それは所謂新教育に対する我国の財政

的な価値観にまで連なっているのであり、こ

れに対する認識の転換なくしては到底新教育

の成功はおぼつかないと考えられる」と述懐

している20。今日も残念ながら伊藤の国家批

判が妥当する状況は消滅したとはいえず、教

育財政学の研究者であれば、伊藤と同様の批

判意識を持つことは十分にありえる。こうし

た批判意識も論者によって差異はあろうが、

教育財政の制度や政策に対し、実証的な歴史

分析を蓄積してきたことが教育財政学の学問

的特徴のひとつである。

とはいえ、現実に教育費をいかに配分し負

担していくのかといった教育財政学研究の中

核にある分配問題に直接対応はできない面も

ある。また学問的重要性とは別に、分析対象

が、義務教育費国庫負担金すなわち公教育費

に集中しており、私教育費の割合や教育上の

機能的重要性が高まっている現代社会におい

ては、国家と社会の中で私教育費がいかなる

位置づけに置かれてきたのか、私教育費をめ

ぐる関係性を検討することへの要請も高まっ

ていると考えられる。

[4]家計教育費へのアブローチ

さて、こうした理論的経過の中で、本稿の

課題意識から注目に値するのは、1970年代後

半から 1980年代を中心とする家計教育費に

対する教育財政学的研究である。

家計教育費に対するアプローチは、統一的

な理論的立場はなく、「広汎な教育事象の経済

的側面」を扱う教育経済学研究や、「学習権保

障と教育条件整備のための教育財政学の研

究」、また家計教育費の量的規模を補足する実

証的教育財政学研究、家計教育費の社会的な

意味に対する理論的アプローチなど様々であ

る。

学習権保障や、教育条件整備を重視する立

場からの研究では、「国民の教育権、教育の機

会均等、公費教育費主義という埋念と制度を

日本の教育にいかにして実現するか」という

基本的姿勢のもとで、文教政策の「受益者負

担主義」や家計負担の重さを批判的にとらえ、

公教育費の支出拡大を求めるアブローチが一

般的である21。こうしたアブローチでは、家

計が負担する私教育費が、公教育費の負担を

転嫁されそれを補わざるをえないものと位置

づけられるが、それゆえに公教育費の対置概

- 4 -



[研究論文]教育財政学における教育費概念の埋論的課題(末冨芳)

念として私教育費を位置づける思考がそこに

は含まれざるをえない。ゆえに、権利概念に

もとづき立論を行い、家計教育費負担を問題

化する点では評価ができるが、理論的には結

果として前述したような公教育費中心のアブ

ローチに撞着してしまわざるをえないという

問題点をはらむ。

これに対し、市川昭午は教育経済学的な実

証主義にもとづき、家計教育費負担の量的実

体を補足しつつ、「効率と公平の双方の観点」

を重視し、公私費用負担のあり方を検討する

べきであるとの立場に立つ。学校教育に対す

る家計教育費負担のあり方に対し、家計の私

的利益、放棄所得、社会的外部便益などのマ

クロ経済の中での公私負担のあり方について、

検討を行っている22。ここにおける家計教育

費は、新古典派経済学的な機能的モデルの中

で家計の支出する私教育費が位置づけられて

いる点に特徴がある。ただし市川自身が、純

粋な機能主義者であるわけではなく、教育費

に対して財政的な合理性と教育の機会均等な

どの教育的理念の複合的均衡を模索しようと

した点は、教育財政学者の実証と規範的態度

へのあり方に対するモデルの 1つと受容でき

るだろう。

さて、公教育費の対置概念としてでもなく、

公私バランスの視点からでもなく、教育費の

存在形態そのものを明らかにするという独自

の視点から、家計教育費に対する分析を行う

アブローチも存在する。三上和夫は、「教育費

を制度中心のとらえ方から人間主体の問題に

までゆきとどくとらえ方で見直すこと」、「公

費というものをその消費過程で果たす社会的

機能の面で評価していこうとする選択」など、

社会における機能から教育費を理論的に再検

討するといった方法論的な重要性を示唆する

と同時に、教育費そのものを「人間形成の費

用」としてプリミティブにとらえなおすこと

の重要性も示唆している23。

このように教育財政学内部においても、家

計教育費に対しては多様なアブローチが存在

するが、教育費における公私負担の再編期に

あっては、市川のように家計教育費に対し財

政や経済状況と教育的理念の複合的均衡のあ

り方を実証的に検討するというアブローチが

もっとも重要になると考えられる24。

ただし、計量的な実証研究だけでなく、家

計教育費負担の上昇の背景にある社会経済構

造や進学率の変化、またそれにともなう教育

や学歴への意味づけや、家族の機能の変化と

いった質的な変化も重視される必要がある25。

なぜならば、教育費の公私負担を再編してい

く際に、誰がどれだけの金額を負担するか、

という量的な問題だけでなく、なぜそうした

再編が必要であるのかということに対する説

明理論が必要だからである。この際に、教育

財政上の理由だけで、社会的合意を導き出す

ことは難しく、日本社会における公教育の機

能や家計負担教育費の位置づけ、また家族と

学校との関係性といった点からの公共規範や

政策的理念が明示されることが不可欠であろ

つ。

現代日本社会において、教育費の公私関係

の再編が教育学からではなく、社会保障論や

社会学といった領域から提言されてくるのは、

家族機能の縮小にいかに対応するかという点

が日本社会の抱える最大の課題であり、それ

に取り組む学問分野が必然的に教育費の問題

に円を向けざるをえないという状況が存在す

るからである。ゆえに教育財政学においても、

こうした視点を共有していく必要があるとい

える。教育財政学における私教育費について

の理論的検討を行う際には、「家計Jにおける

経済問題としてだけでなく、「家族」における

教育機能の問題といった点からも、さらに理

論化が進められる必要があるといえる。

[5]戦後教育財政学における教育費概念の概

括

さて、戦後教育財政学における教育費の概

念について、概括的にまとめを行ってきた。

戦後教育財政学においては、政府財政から
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学校経費に支出される公教育費をもって教育

費とみなす立場主流を占めてきた。この背景

には、戦後教育財政制度の安定的な確立を円

指さなければならなかった当時の教育財政学

の学問的課題が存在していた。またこうした

理論的動向の中で家計から拠出される私教育

費は、公教育費の対置概念としての位置づけ

を持つにすぎなかった。いっぽうで、教育費

を媒介として国家と社会との関係を問い直す

研究の中で、関係概念ιしての教育費への着
眼は、制度史、政策史研究を発展させ教育財

政学の理論的蓄積を支えたといえる。

また、家計教育費の理論的な位置づけにつ

いては、 1970年代以降に深刻化した家計教育

費負担問題を重視する立場からは、公費負担

主義にもとづく問題解決が主張された。しか

し、こうしたアブローチは社会的な重要性は

高かったが公教育費概念の対置概念として従

属的に位置づけられる私教育費というそれま

での家計教育費の位置づけを理論的に脱構築

しうるものではなかった。これに対し、市川

昭午に代表的であるように、教育学的な規範

と財政的、経済学的な合理性、最適性との複

合的均衡を重視する実証的アブローチ、また

三上和夫のように教育費の存在形態そのもの

を社会的にとらえなおすという理論的なアブ

ローチが追加され、現在に至っている。

とうした戦後教育財政学の理論的な発展を

振り返りつつも、敢えて教育費概念に対する

もっとも大きな理論的課題を指摘するとすれ

ば、公教育費概念に対し、私教育費の性質を

どのように概念化し公教育費の対置概念とし

てだけでなく理論的に位置づけていくか、と

いうことに集約されるであろう。教育費の公

私関係のあり方を再び検討しなおす必要があ

る現代社会において、家計から支出される教

育費の位置づけを、公私負担の再検討という

戦略のもとにどのように補足するのかが問わ

れていると考えられるのである。

3. 教育財政学における教育費概念の課題と

展望

山社会保障論、家族社会学における教育費論

の特徴

ここからは社会保障論や家族社会学におけ

る教育費に対する位置づけを検討していく。

これらの学問領域では、産業化の進行と家族

機能の縮小、長期化する子どもの教育期間や

それに伴う世代間関係の検討、また必ずしも

教育財政制度に依拠しない形で教育費の負担

や配分構造を変化させるといった政策的提言

が行われており、教育財政学における家計教

育費の理論化の課題に対し示唆的であると考

えられるからである。

まず注円するのは教育に関して「教育と社

会保障の統合Jの観点から、踏み込んだ検討

を行っている広井良典の主張である。広井は

「ライフサイクルの中での再分配」を重視す

る立場から、日本においては「人生前半の社

会保障」が欠落しており、とくに 15歳から

30歳までの「後期子ども期Jにおける公的支

援が低水準にあることを問題視する。「後期子

ども期」においては長期化した教育年数と若

年者失業といった事態により「リスクが人生

の前半ないし中盤にも広く及ぶようになっ

た」ことも、「人生前半の社会保障」が重要な

課題になっている背景にあるという。また学

校教育期の子どもについても、教育のもつ「保

障」機能の軽視、「公的な教育支出の少なさ」、

経済格差の拡大にともなう「個人のチャンス

の保障」の閉塞化といった課題に対し、教育

における「公私の役割分担Jの重要性が主張

されている26。

ゆえに広井は「様々な『格差』の最大の要

因の一つが教育年限ないし学歴であることも

踏まえれば、本人が希望する限り、現在より

も長い期間の教育やトレーニング、試行の機

会をできるだけ平等かっ公的に保障すること

は、ニートなどを含めて解決策の一つになる

のではないか」という見通しのもとで、相続
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税強化や高齢者年金の削減等の財源拠出から

20........30歳のすべての個人に月額 4万円程度

の「若者年金」を支給することを“究極の政

策"として提案している27。

若年者基礎年金制度は、社会保険方式とい

う教育財政制度の外にある社会保障制度の一

部を成す。また、配分においても、教育費に

使途を限定せず、 20歳以降の若者に対する現

金給付の形式をとることが現時点での有力な

選択肢となっているが28、家計や若者に対す

る補助水準を上昇させることで、教育費の家

計負担水準を軽減できるという効果が期待さ

れていることは明確である。広井良典は若者

基礎年金の実質的な意味は「現在よりも多様

で長い期間の高等教育(これには種々の職業

教育なども含まれる)やチャレンジの機会を

できるだけ平等かっ公的に保障することJと

いったものになるであろうとの見とおしを示

している29。

とうした社会保障論における議論が重要で

あるのは、教育費の公私負担のあり方につい

て、教育財政制度を媒介せず、社会保険方式

で個人への支援度を高めるという制度的な特

徴だけでなく、ライフサイクルにおける「リ

スクJの観点から教育やそれにまつわるコス

ト問題を検討しようとしている点が注目に値

する。また、教育におけるコストを「本人の

希望」やニーズといった点から保障しようと

する点で、個人や家計の教育需要を重視する

立場であるともいえる。また財源や配分のあ

り方について可変性に富んだ提言を行う点も、

既存の財政制度を重視しがちな教育財政学と

の差異であるといえよう。

また広井の主張とは別に、家族社会学者で

ある宮本みち子は、若者の「自立」を重視す

る観点から、高等教育段階では、奨学金やロ

ーン利用により「教育のコストは本人負担と

いうしくみを」という“厳しい"提言を行っ

ている30。ライフサイクルにおける「リスク」

をどういった観点から認識するか、というこ

とと政策的提言との聞には密接な関連があり、

論者によって多様な立場がありえる。宮本の

場合には、子どもの教育期間の延長や、労働

市場の変化、また親の側の経済的負担の大き

さと、子どもの自立に対する社会的な意識の

低さから「親にも子にも明確な自立・分離の

基準が見失われてしまう」ことが、親子にと

ってだけではなく社会にとっても「リスクJ

とみなす点が特徴的である。また、親の教育

費負担構造が維持される見通しについては

「わが国が子育てに関する親責任の大きい社

会である何よりの証拠は、高等教育費用の負

担がもっぱら親にまかされていることにあら

われている。親がその負担にいつまで耐えら

れるかはわが国の経済の先行きに大いに関わ

っている。楽観的展望が持てないことはまち

がいない」と疑問視している。

家族社会学の研究者である宮本においては、

若者の「自立」を尊重するという規範的立場

やその阻害要因となっている親子聞の経済関

係の観点から、教育費が問題化されている点

が特徴的である。ここにおける家計教育費は、

広井と同じく、個人のライフサイクルや社会

における「リスク」に着眼しつつも、家計内

部の親子聞の経済関係のミクロレベルに注目

し、若者の「自立」という社会規範を重視す

る点で独自である。ともあれ、家計の教育費

が、量的負担の問題としてだけではなく、親

子関係や社会構造といった質的な問題と関連

づけられて分析されている点は広井との共通

点である、といえるだろう。

ここまで述べてきた社会保障論や家族社会

学における政策提言の妥当性の吟味は別稿に

ゆずるとして、これらの議論と教育財政学と

の差異をきわめて単純に対比するならば、教

育財政学が公教育費なかでも学校教育に関す

る経費を中心として教育費を概念化するのに

対し、社会保障論や家族社会学における教育

費論の中では、ライフステージの中でのリス

ク分散やコストの負担問題、家族の変容とい

う視点からの分析を行っている。こうした教

育費へのアブローチは、ここ四半世紀で急速
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に延長した若者の教育期間、公教育の機能不

全とその背景にある財政問題といった課題が

多元的に補足され、問題解決的に検討しやす

いというメリットがあるといえるだろう。こ

うした関連社会科学の動向をふまえたとき、

教育財政学においても、社会構造や家族の機

能の変容といった質的側面を分析の射程に含

んだ形での教育費の理論化は必須となってい

ると考えられるのである。

[2]教育財政学における教育費概念の課題と

展望

では教育財政学は、今後、教育費や公私関

係に対しいかなるアブローチを行い、どのよ

うに教育費を概念化していくべきなのであろ

うか。との課題について、いかなる理論的展

望がありえるのか、検討を行っていく。

戦後教育財政学においては、公教育費概念

を中心として教育費に関する負担-配分構造

を検討してきたことは繰り返し述べたとおり

である。公教育費概念が、「学校および社会教

育機関などの教育機関における教育活動に要

する経費・費用」を意味し、教育財政学がそ

の経費の財源負担や学校への配分のあり方を

検討する学問的使命を有している限り、その

中心性は不変である。

ただし、家計の教育費負担の社会問題化の

中で、私教育費に対しどのような理論化を行

っていくのか、という点が教育および教育費

の公私関係の再編期にある教育財政学の課題

であることも指摘した。関係概念としての教

育費への認識は、教育費の公私関係を理論的

に分析し将来像を展望する際にも、重要では

あるが、それは乙れまでのように公教育費に

対するアプローチとしてだけではなく、私教

育費に対する分析や概念化作業を深めていく

際により重要であると考えられる。

また、教育財政学における教育費概念は、

社会保障論や家族社会学などの教育費論との

対比から、家族機能や社会経済構造の変化に

ともなう家計教育費の質的な変化を補足する

ことで精微化されることが重要であることを

指摘した。こうした視点をそなえることは「教

育に関するどのような費用は公的に保障され、

どのような費用は私的に負担されるのが妥当

かといった議論ーが正面から論じられること

も少な」いという批判に対し、教育財政学の

学術的説得力を向上させる上で重要と考えら

れる。この際に、「リスク」への視点は、これ

までの教育財政学研究の中ではそれほど自覚

されてこなかったが、今後の教育費の性質に

関する分析を行ううえで重要なものと考えら

れる。たとえば受益者負担政策においては、

教育を受ける側の「利益」が強調され、教育

経済学では教育費は「投資」や「消費」など

の正の利得を追求する行動として理論化され

ている。しかし、前項で整理したように、長

期化する教育年数の中で親が教育費を負担し

つづける構造は親自身の経済的リスクだけで

なく、子どもの自立に対しでもマイナス要因

となり、また家計教育費に依存する教育費負

担構造は教育機会の格差を拡大させるなど、

私教育費負担の大きさが社会構造に対するリ

スクも拡大させてきた。こうした教育費の効

果や機能を正負の両面から検討することが、

教育費の公私負担のあり方を考えうえでも重

要な手続きと考えられる。

このように周辺社会科学の学問的成果を尊

重すると同時に、教育財政学に固有の課題も

自覚されるべきである。教育財政学は公教育

費、とくに義務教育から大学に至る学校教育

費の研究を中心とした理論的蓄積を行ってき

た。ゆえに、ライフサイクルの中での費用負

担を考えたときに、小学校から大学までの学

校教育期にある子どもや家計の教育費負担の

あり方について、教育財政学はとくに学問的

責任の自覚をもった分析を行うべきであると

考えられる。しかし、繰り返しになるが、こ

れまでのように公教育費や教育財政制度に特

化した分析を行うだけでなく、家計における

教育費負担の規模や性質に対する分析や位置

づけ、また長期化する教育年数や家族機能の
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変容の中での学校教育の役割といったものに

対する問い直しの中で、教育費の公私関係に

対する分析がおこなわれることが必要である

といえよう。

いずれにせよ、公私教育費の双方が、変動

期にある中で、日本社会における教育費の実

体を補足し、負担ー配分のあり方を再検討し

ていく時期に教育財政学はおかれているので

おり、こうした中にあって教育費に対しでも

社会経済構造の変化との連続性の中でその性

質や望ましい公私負担のあり方を検討するア

プローチが求められていると考えられるので

ある。
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